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理念 

 

 

 ・・・子どもたちの笑顔があふれ、歓声が聞こえるまちに・・・

 

 

子どもたちは｢世の中を映す鏡｣です。 

世の中が希望に満ち、おとなたちがはつらつと生きているときには、子どもたちの笑顔も

輝き、希望に満ちます。子どもたちの生きる姿の中に、わたしたちおとな自身が見えてい

ます。 

 

子どもたちは｢未来を映す鏡｣です。 

子ども時代に人は、おとなになって体験することのひな型をすべて体験するといいます。

子ども時代に、人に支えてもらうことや人を支えることの喜びをたくさん体験した子ども

は、おとなになっても、それを生きる信条にするでしょう。子ども時代に、自分の生活を

自分の頭と身体で創造することが一番大事だということを学ばなかった子どもは、おとな

になっても、生活を創造することが苦手になるでしょう。子どもたちの今の中に、二十年

後、三十年後の社会が見えてくるのです。 

 

子どもたちをしっかりと見つめ、そのひとつひとつの命を大切にすることは、わたしたち

の社会を見直すことであり、わたしたちの現在と未来を、希望をもって構想することにまっ

すぐつながります。 

 

そうした思いをもって、このプランでは、立川に生き、立川で生活する子どもたちの命が

生き生きと輝くようになるための具体策を、懸命に考えました。このプランは、実現可能

性を考え合わせた上で、立川市の市民と行政が、一語一語、一緒につくりあげたものです。  

 

このプランは、今後の子ども関係の施策展開にあたって基本となる視点に配慮してつくっ

ています。 

 

その一つ目は、すべての子どもが人間として幸せに生きる権利をもっている、という立場

から、｢子ども自身の育ちへの支援｣をベースにしているということ。  

 

子どもは、生まれる時代も国や場所も選べません。生まれつきの環境や条件の違いに、子

どもはまったく責任がありません。でもその子どもは、生まれた瞬間から、生きていくこ

との重さを自分で背負わなければなりません。荷の背負い方が上手にできるか否かでその

子、その人の幸せ度が決まるのであれば、わたしたちのやることはたったひとつ。それは、

どの子にも｢生きていくってほんとうにおもしろい。どきどきわくわくする｣｢生まれてきて

よかった｣｢わたしはわたしらしく生きていくよ｣と感じてもらうようにする、このことだけ

です。 
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子どもには本来、自分で育っていく力があります。すべて親に育てられるということはあ

りません。地域のいろいろなおとなが子どもの育ちを見守る中で、自己決定しながら自主

性や社会性を育てていきます。子どもが自ら育っていく力が回復されなければなりません。 

 

二つ目に重視したのは、｢子どもたちひとりひとりが、さまざまなニーズをもった多様な存

在だ｣という認識から、出発しようとしたこと。 

 

子どもたちの中には、ありあまるものを受けてアップアップしている子もいれば、必要な

養育や教育を受けることができず、その可能性をうまく引き出されていない子もいます。

障害があるなし、程度もまた、ひとりひとり違います。外国籍の子や多様な文化的背景を

もつ、少数派の子もいます。そういった子どもたちも含めたひとりひとりに、できるだけ

きめこまやかなサポートを提供したい、これが強い思いでした。 

 

三つ目に、この子ども支援を、｢立川｣というまちを創造的につくり続ける大事な機会にし

ようと考えてきました。それには二つの意味があります。 

 

ひとつは、これからは市民の生活に直接関係がある事業は、できるだけ市民自身も担い、

行政がそれを支え、持続的な事業にしたいということ。別の言い方をすると、子ども支援

を、市民が参画して新しい自治のあり方を探り進める大事なきっかけにしたい、というこ

とです。 

 

もうひとつは、子ども支援ということを、幼い子の子育てへの支援とだけ考えず、小学生・

中学生・高校生・若者への支援、親への支援、家庭への支援、そして地域の高齢者への支

援なども含んで考えたことです。そうなると子育て支援は、まちづくり、地域づくりへと、

必然的に広がり、つながっていきます。 

 

｢子ども支援でまちづくり｣、これも大切な視点でした。 

 

そのため、このプランをつくった後も、市民と行政がひとつになって、このプランが実現

されるのを市民的立場で検証する組織を立ち上げ、そこに必要な人材を確保するというこ

とを提案しています。プランづくりがプランづくりで終わらないで、新しいまちづくりの、

一歩になることを願ったのです。 

 

みなさん、立川市を、子どもたちの笑顔があふれ、歓声が聞こえるまちにしていきましょ

う。それはとりもなおさず、わたしたちの＜ふるさと立川＞を、21 世紀型に創造してい

く営みなのです。 
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プランの体系 
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プランの位置付け 

 

 

｢第３次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン｣の位置付けは以下のとおりです。 

■立川市独自の子どもに関する総合計画です 

■｢立川市第４次長期総合計画前期基本計画｣の子ども・子育てに関する個別計画です  

■以下の計画を内包しています 

・子ども・子育て支援法に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画  

・次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画  

・児童福祉法に基づく市町村整備計画(保育所等の整備に関する計画) 

・｢健やか親子 21(第２次)｣を基本とした母子保健計画  

・子ども・若者育成支援推進法に基づく市町村子ども・若者計画  

・母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく自立促進計画  

■福祉や教育の個別・関連計画と整合・調和を図っています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

立川市第４次長期総合計画( 平成 27(2015 ) 年度～平成 36(2024 ) 年度)  

将来像：にぎわいとやすらぎの交流都市  立川 

前期基本計画( 平成 27 ( 2015 ) 年度～平成 31 ( 2019 ) 年度)  

都市像：育ちあい、学びあう文化の香り高いまち 

政策：子ども・学び・文化  

施策：子ども自らの育ちの推進  

施策：配慮を必要とする子どもや子育て家庭への支援  

施策：家庭や地域の育てる力の促進  

 個別計画 

第３次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン 
( 平成 27(2015 ) 年度～平成 31(2019 ) 年度)  

主な対象：生まれる前から概ね 18 歳までのすべての子どもと子育て家庭 

児童福祉法に基づく市町村

整備計画(保育所等の整備に

関する計画) 

｢健やか親子 21(第 2 次)｣を

基本とした母子保健計画  

母子及び父子並びに寡婦福

祉法に基づく自立促進計画  

子ども・子育て支援法に基づ

く市町村子ども・子育て支援

事業計画  

子ども・若者育成支援推進法

に基づく市町村子ども・若者

計画  

次世代育成支援対策推進法

に基づく市町村行動計画  

ₒ∕─ ─ ₓ 

 

∕─ ⁸ ה╙≤ ≡ ⌐

∆╢ ╩ ╘╢  

ₒ ₓ 

 

 

 

≥╙  

☻ⱳΊ♠  

ₒ ₓ 
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プランの期間と対象 

 

 

｢第３次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン｣の計画期間は、平成 27(2015)年度を初年度とし、

31(2019)年度までの５年間です。ただし、社会情勢の変化や市民の意向などに的確に対応するた

め、必要に応じて見直すことができるものとします。 

プランの対象は、うまれる前から概ね 18 歳までのすべての子どもと子育て家庭です。ただし、

若者の自立支援など、その事業の内容により、柔軟に対応します。  
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プランの施策内容 

 

 

＜取組項目の表の記載について＞ 

「今後の方向性」が「充実」「見直し・改善」「新規」の場合は、取組内容も記載しています(再掲

は除く)。「取組の特色」欄のマークは、次のとおりです。 

主に子どもが主体となって進めることを目指す取組  

主に市民が主体となって進めることを目指す取組  

特に市民と行政が協働して進めることを目指す取組  

子ども・子育て支援新制度に関連する取組  

 

 

1.  ≥╙─ ╩ ⇔╕∆                     

〔１〕子どもの権利の尊重 

 

①子どもの権利についての広報・啓発を充実します 

②子ども自身からの相談に対応できる体制を整備します  

③児童虐待等の人権侵害の予防と早期対応を進めます  

④子どもの意見表明と参加の機会を創出します  

●子どもを取り巻く生活環境や社会が急速に変化する中、児童虐待やいじめ、不登校、子どもの貧

困、インターネットによるトラブルなど、子どもの育ちをめぐる問題が顕在化しています  

●子どもの最善の利益が実現する社会づくりを進めるためには、社会全体が、子どもを一人の人間

として認め、子どもの権利(人権)を尊重することが大切です  

●虐待などによる子どもの人権侵害を防止するとともに、子どもたちが深刻な悩みを抱えて、ひと

りで苦しむことがないよう、相談・支援のしくみづくりが求められています  

●子どもたちが社会に関わる中で、さまざまな体験を通して自分らしさや可能性を実感できるよう

に、子どもの参加と意見表明の機会を拡充する必要があります  

 

No.    

①子どもの権利についての広報・啓発の充実  

1 子どもの権利の広報・啓発  継続 

39 (再掲)学校における人権教育の実施  充実 

②子ども自身からの相談に対応できる体制の整備  

48 (再掲)学校における相談体制の確保  見直し・改善 

49 (再掲)子ども自身も利用しやすい教育相談の実現  充実 

2 子どもの人権 SOS ミニレターの配布  継続 

3 子ども向けの消費生活相談の実現  継続 

4 チャイルドラインなどの支援  継続 

5 子どもからの権利保護・救済に関する相談窓口の設置  見直し・改善 

 
子どもの権利保護・救済に関する相談窓口を設け、子ども自身からの相談にも応じやすくするとともに、
関係機関が連携して、子どもに配慮した救済手段の提供に努めます。  
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③児童虐待等の人権侵害の予防と早期対応  

6 子ども支援ネットワークによる虐待防止・早期発見  継続 

7 オレンジリボンダイヤルの周知  継続 

47 (再掲)いじめの防止と早期発見・早期対応  充実 

④子どもの意見表明と参加の機会の創出  

8 子ども委員会の設置  継続 

9 中学生の主張大会の開催  継続 

10 子どもが市政等に関する意見を表明する機会の検討  継続 

11 計画や施設運営に関する子どもの意見の反映  見直し・改善 

 

子どもに関する施策や環境問題、自転車対策、公園整備など、世代間で合意形成が必要な分野において
は、子どもの意見が反映されるよう、検討組織等への子どもの参画を検討します。また、図書館や地域
学習館、公園などの公共施設の運営等に関する検討においても、子どもの意見の反映に努めます。  

12 公共の課題に子どもとおとなが一緒に取り組む機会の設定   継続 

13 子どもの意見を反映した児童館の運営  継続 

 

 
 

( 25(2013) ) 

 

( 31(2019) ) 

自分にはよいところがあると回答した児童・生徒の割合  

①小学６年生、②中学３年生 

①76.1％ 

②63.1％ 

①80.0％ 

②70.0％ 

自分のことが好きだと思えると回答した児童・生徒の割合 

①小学５年生、②中学２年生 

①72.1% 

②45.3% 

①75.0％ 

②48.0％ 
＊調査が５年ごとのため 

平成 30(2018)年度 
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2.  └≤╡└≤╡⌐ ∂√ ∟ ╩ ⇔╕∆            

〔１〕地域における子どもの

居場所づくり 

 

①子どもたちが、安心して集える地域の遊び場や居場所づくりを進

めます 

②自然や文化・芸術、スポーツなど、多様な体験や活動の機会 (場)

を創出します 

●都市化が進んだ地域社会においては、子どもが集団で遊び、安心して過ごせる居場所が減少して

います 

●子どもの健やかな成長のためには、遊びを通じた子ども同士の交流や自然との触れ合い、文化・

芸術・スポーツ活動など、心が豊かになる体験を積み重ねることが欠かせません  

●中学生・高校生も含め、子どもたちがのびのびと自由に遊べ、仲間や異世代が気軽に集まり交流

できる安全・安心な居場所づくりを、家庭・地域・行政が協働して進める必要があります  

●自然や文化・芸術、スポーツなど、さまざまな体験や子どもの主体的な学び・活動の支援も重要

な取組です 

 

No.    

①安心して集える地域の遊び場や居場所づくり  

14 子どもの遊びを応援する市民活動の支援  見直し・改善 

 
プレーパークなど、子どもの自由な遊びや「やってみたい」を応援する地域の活動を支援します。 

15 中学生・高校生の居場所づくり  充実 

 
児童館などの既存施設を活用し、中学生・高校生の意見も聞きながら、気軽に集える居場所づくりを進
めるとともに、自発的な活動を支援します。 

16 放課後子ども教室や地域居場所づくり事業の展開  継続 

105 (再掲)放課後子ども総合プランの推進  新規 

17 児童館と地域との連携  継続 

②多様な体験や活動の機会(場)の創出  

18 文化やスポーツの体験機会の提供  継続 

19 環境学習の拡充  継続 

20 地域における文化・芸術活動の推進  継続 

21 地域におけるスポーツ活動の推進  継続 

 

 
 

( 25(2013) ) 

 

( 31(2019) ) 

地域で子どもを育てる取組・活動が活発であると感じて

いる市民の割合 
63.8％ 70.0％ 
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〔２〕青少年の育成・支援 

 

①思春期保健対策や相談体制を充実させます  

②成長に応じた食育を推進します  

③将来に備え、社会性や自立心を育みます  

④子どもが安心して暮らすことができる環境づくりを進めます  

●少子化、核家族化の進展により、多くの子どもたちは、限られた人間関係や役割分担の中にあり、

社会性や自立心を自然に身に付ける機会を失いつつあります  

●子どもたちが、将来の家庭や社会生活に希望を持って、自分らしい未来を築いていけるように、

他者への配慮や社会性、自らの意志と責任で行動する力を身に付け、自立して歩み出せるための

支援が求められています  

●学校や地域と連携して、さまざまな生活的・社会的な体験の機会をつくり出すとともに、心身と

もに成長が著しい思春期における心と体の問題に関して、健康教育を充実し、相談体制を強化す

る必要があります。また、子どもたちが事故や事件に巻き込まれないよう、交通安全対策や地域

における防犯活動など、子どもの安全・安心を確保する取組も重要です  

 

No.    

①思春期保健対策や相談体制の充実  

22 思春期の健康教育の推進  充実 

 

自分の身体や健康に関心を持ち、自らを大切にする意識を育むとともに、望まない妊娠や性感染症を防
ぐため、性の正しい理解を含む健康教育を進めます。また、人権教育において、思春期・青年期におけ
る交際相手からの暴力の防止を啓発します。 

23 喫煙・飲酒・薬物乱用防止に関する啓発  継続 

41 (再掲)情報教育の推進  継続 

48 (再掲)学校における相談体制の確保  見直し・改善 

②成長に応じた食育の推進 

24 乳幼児期からの食育と家庭に向けた啓発  継続 

40 (再掲)小・中学校における食教育事業の推進  充実 

25 保育園や学校における食物アレルギーへの対応  継続 

26 地域における食育の推進  継続 

③将来に備えた社会性や自立心の育成  

27 乳幼児と触れ合う機会の充実  充実 

 
生命の大切さや子育ての楽しさを体感するため、幼稚園や保育園等における育児体験学習を充実します。 

28 職業体験の機会の拡大  充実 

 
将来に向けた職業観を養うため、地域の事業者の協力により、工場見学や職場体験・職業体験の機会を
増やします。 

29 ボランティア体験の機会の拡大  継続 

30 地域における青少年健全育成活動の推進  継続 

31 子ども会活動の振興  継続 

32 青少年の非行や犯罪の防止  継続 
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④子どもが安心して暮らすことができる環境づくり  

33 交通安全対策の実施  充実 

 

学校やＰＴＡ、警察等が連携し、自転車安全運転免許証事業や交通安全教室を実施するとともに、交通
安全啓発教材や黄色い帽子などを配布します。また、通学路の安全を確保するため、安全点検の実施や
歩道の拡幅、交通安全施設の設置に取り組みます。 

34 地域における防犯活動の推進  充実 

 

犯罪被害等から子どもを守るため、地域の防犯意識の高揚を図るほか、地域の市民によるパトロール活
動や子ども 110 番事業、あいさつ運動を支援します。また、青少年問題協議会や青少年補導連絡会など
において、関係機関・団体との情報交換や連携を進めます。 

35 不審者対策の強化  継続 

53 (再掲)安心して学習できる学校の環境づくり  継続 

36 災害時の安全確保  充実 

 
家庭・学校・地域が連携して、計画的・体系的に、学校等における防災教育を実施するとともに、立川
防災館等を活用した体験訓練の機会を確保します。 

 

 
 

( 25(2013) ) 

 

( 31(2019) ) 

青少年が健全であると感じている市民の割合  85.9％ 88.0％ 
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3.  └≤╡└≤╡⌐ ∂√ ┘╩ ⇔╕∆               

〔１〕“生きる力”を育む教

育の推進 

 

①子どもの意欲を大切にした学校教育を推進します  

②細やかな教育支援と計画的な教育環境の整備を実施します  

●子どもたちが、激しく変化するこれからの社会においても、自らの可能性を信じ、困難な場面に

立ち向かい、未来を切り拓いていくためには、「生きる力」を育むことが大切です  

●知識や技能の習得にとどまらず、子ども自らの学ぶ意欲を大切にし、個性を伸ばしながら、物事

に対する判断力や豊かで自立的な心を養う、さまざまな教育活動に、学校・家庭・地域が連携し

て取り組む必要があります 

●困難を抱える子ども一人ひとりのニーズに応じて、適切な支援が可能な教育体制を充実するとと

もに、安全で快適な教育環境を整備することも重要です  

No.    

①子どもの意欲を大切にした学校教育の推進  

37 確かな学力の定着  充実 

 
少人数指導やチームティーチングの実施、学習支援員の配置など、習熟度や教科の特性に応じた指導を
行います。また、教員研修や教育研究の充実により、教員の指導力・資質の向上を目指します。 

38 多様な教育活動の推進  充実 

 
国や東京都、市の研究校の指定制度などを活用し、知・徳・体に関する指導の充実や特色ある教育活動
に取り組みます。また、地域の実情を踏まえ、国際理解教育や環境教育、キャリア教育等を推進します。 

39 学校における人権教育の実施  充実 

 
人権教育研究校などを設置し、子どもの権利を踏まえた、学校における人権教育の取組を進めます。 

40 小・中学校における食教育事業の推進  充実 

 
子どもたちが望ましい食習慣と自己管理能力を身に付けるよう、小・中学校の給食を通じた「食教育事
業」を推進します。 

41 情報教育の推進  継続 

42 読書活動の推進  充実 

 
学校図書館と地域の図書館が連携して、子どもたちの読書活動を推進するとともに、調べ学習や知的好
奇心を満たす活動を支援します。 

43 学校における文化・芸術活動や郷土学習の推進  継続 

②細やかな教育支援と計画的な教育環境の整備  

44 特別支援教育における相談体制の強化  充実 

 
丁寧な就学相談を実施するとともに、巡回相談や専門家の派遣を通して、学校に対する指導・助言や保
護者への相談対応・支援を強化します。 

45 学校における特別支援教育の体制づくり  見直し・改善 

 

特別支援学級の整備や特別支援教育コーディネーター・校内委員会の充実、特別支援教育支援員の活用、
個別の教育支援計画・指導計画の作成、特別支援学校との連携など、特別支援教育を行うための校内の
体制づくりを進めます。 

46 特別支援教育の理解・啓発  見直し・改善 

 

特別支援学級との交流や共同学習に取り組むとともに、特別支援学校在籍者の副籍制度に対する理解を
促し、交流教育を進めます。また、児童・生徒や保護者、地域の関係機関、市民等の間に、特別支援教
育に対する理解を広げる取組も進めます。 
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118 (再掲)就学前から就学後までの情報共有のしくみづくり  充実 

47 いじめの防止と早期発見・早期対応  充実 

 

いじめ防止条例に基づき、子ども、保護者、市民及び事業者等に対し、いじめの防止等に関する広報及び
啓発に取り組みます。また、いじめの早期発見・早期対応のために、実態の把握に努めるとともに、連絡・
相談体制を整備します。 

48 学校における相談体制の確保  見直し・改善 

 
ハートフルフレンドやスクールカウンセラー制度を活用し、学校において、子どもたちが相談しやすい環
境を確保します。 

49 子ども自身も利用しやすい教育相談の実現  充実 

 
教育相談を充実し、子ども自身からの相談にも応じやすくします。 

50 不登校等の児童・生徒への支援体制の強化  充実 

 

教育相談員や適応指導教室、スクールカウンセラー、ハートフルフレンド、スクールソーシャルワーカー、
学校・学級特別指導員、家庭と子供の支援員等の協力のもと、学校が、家庭や地域と連携して、児童・生
徒が抱えるいじめや不登校などの多様な課題に対応します。 

51 適応指導教室における不登校の児童・生徒に対する支援  充実 

 

何らかの理由により学校生活になじめない児童・生徒のために、適応指導教室として、小学生の「おおぞ
ら」と中学生の「たまがわ」を開級します。学校や家庭と連携し、カウンセリングや教科学習、体験活動
等を通じて、本人の意思を尊重しながら、原籍校復帰を支援します。 

52 学校施設等の整備  継続 

53 安心して学習できる学校の環境づくり  継続 

 

 
 

( 25(2013) ) 

 

( 31(2019) ) 

学校が楽しいと感じている児童・生徒の割合  

①小学校、②中学校 

①88.2％ 

②87.2％ 

①90.0％ 

②90.0％ 
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〔２〕地域との連携による学

校づくり 

 

①地域による学校支援を充実させます  

②開かれた学校づくりを推進します  

③学校施設の多様な活用を進めます  

●次代を担う子どもたちを健やかに育むために、これからの教育は、学校だけが役割と責任を負う

のではなく、これまで以上に、学校・家庭・地域の連携協力のもとで進めていかなくてはなりま

せん 

●地域や家庭が教育力の向上を図りながら、学校の教育活動を支援し、地域全体が子どもを見守

り・育むための学校づくりを進める必要があります  

●教育内容などの学校情報を発信・公開し、積極的に学校施設を地域へ開放するとともに、保護者

や地域の意向を反映した学校運営に取り組み、開かれた学校づくりを進めることも重要です  

 

No.    

①地域による学校支援の充実 

54 地域ボランティアの活用  充実 

 

学校において地域の教育力を活かすため、保護者や地域の中から学校支援ボランティアを募り、生活や
学習の支援、部活動の指導、環境整備、登下校時の見守りなどにおける活用を進めます。また、ボラン
ティアの育成・登録や学校との調整など、活用のしくみづくりを進めます。  

55 大学と連携した学校支援  充実 

 

学校において、大学生の活力と行動力を生かすため、近隣の大学と連携した学生インターンシップ事業
を拡充するとともに、学生ボランティアによる学習支援や心理学・教育学専攻の大学院生による相談支
援を実施します。 

56 幼稚園・保育園と小学校、小学校と中学校の連携  充実 

 

幼稚園教諭や保育士、学校教員が教育内容を相互に理解し、幼稚園・保育園と小学校の子ども同士が交
流する機会を設け、就学前と小学校の教育の円滑な接続を進めます。また、小・中学校についても、相
互の情報交換と交流を通じ、円滑な接続を目指します。 

②開かれた学校づくり  

57 学校評議員制度による地域参画の学校運営  継続 

58 学校評価による地域の意向を踏まえた学校運営  充実 

 
学校運営の状況について、教職員による自己評価、保護者や児童・生徒、地域の市民等による外部アン
ケート、学校評議員による外部評価を実施し、教育活動の改善に反映させます。  

59 学校の運営状況等に関する積極的な情報提供  継続 

60 児童・生徒の自主的な取組の支援  充実 

 
校内や地域の課題の解決に向け、児童会・生徒会活動など、児童・生徒の立場から自発的・自治的に取
り組む活動を支援し、学校生活の改善や充実を進めます。 

③学校施設の多様な活用  

61 学校施設の柔軟な利用の促進  継続 

62 学校の地域開放の促進  継続 

63 学校施設を活用した居場所づくり  充実 

 
余裕教室等の学校施設について、学童保育所や放課後子ども教室など、放課後や休日、長期休業中の子
どもたちの安全で快適な居場所として、有効活用を進めます。 

64 校舎内におけるくつろぎスペースなどの設置  継続 
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( 25(2013) ) 

 

( 31(2019) ) 

学校評価(保護者アンケート)において、学校と保護者・

地域の連携について肯定的な回答をした割合  

①小学校、②中学校 

未調査 

平成26(2014)年度は 

①85.5％ 

②82.2％ 

①90.0％ 

②90.0％ 
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4.  └≤≈└≤≈─ ⌐ ∂√ ≡ ╩ ⇔╕∆         

〔１〕母と子どもの健康支援 

 

①母子保健サービスの充実を図ります  

②地域保健・小児医療体制の充実を図ります  

●子どもを望むすべての家庭が、安心して妊娠・出産・子育てができるように、妊娠前から一貫し

た相談・支援体制の整備が求められています 

●母子健康手帳交付時の情報提供をはじめ、妊婦健康診査や保健師等の家庭訪問などを通じ、健康

管理や生活習慣などに関する指導により、妊産婦の不安や孤立感を軽減するとともに、乳幼児健

康診査や各種相談などの事業を推進し、乳幼児の健やかな成長・発達を支援する必要があります  

●子どもが健やかに安心して育つためには、小児医療体制の維持や予防接種の勧奨、乳幼児事故の

防止対策の周知なども重要です  

No.    

①母子保健サービスの充実  

65 妊婦健診や保健指導による母の健康支援  継続 

66 母子健康手帳を通じた育児支援  継続 

67 パパママ学級等の開催  継続 

68 こんにちは赤ちゃん(乳児家庭全戸訪問)事業等の取組  充実 

 

生後４か月までの乳児がいるすべての家庭を助産師や保健師が訪問し、子育て支援の情報提供をはじめ、
さまざまな相談に対応するとともに、支援が必要な家庭については、適切なサービスの提供につなげま
す。民生委員・児童委員の同行など、地域との連携も検討します 

69 乳幼児健診等を通じた子どもの健康支援  継続 

70 産前・産後の妊産婦への支援  新規 

 

産前・産後の時期は、精神的に不安定になりやすく、身体的にも負担がかかるため、育児支援ヘルパー
モデル事業を充実するとともに、さらなる支援が必要な妊産婦等を対象としたショートステイ事業の導
入を検討します。 

71 生活リズムの重要性を学ぶ場の提供  継続 

72 子どもを望む家庭への情報の提供  新規 

 
これから子どもを育てたいと考えている家庭に、妊娠・出産・子育てに関する情報や出産・育児経験者
との交流の機会を提供します。また、不妊や不妊治療に関する情報の提供に努めます。 

②地域保健・小児医療体制の充実  

73 小児医療体制の整備  継続 

74 歯と口の健康づくりの推進  継続 

75 予防接種の適正な実施  継続 

76 子どもの事故防止策の周知  継続 

 

 
 

( 25(2013) ) 

 

( 31(2019) ) 

安心して子どもを産み育てることができると感じてい

る市民の割合 
71.2％ 74.5％ 
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〔２〕家庭における子育てへ

の支援 

 

①子育てに関する相談・情報提供体制の充実と保護者同士の交流を

促進します 

②地域における子育て支援を充実します  

③子育てに伴う経済的負担の軽減を図ります  

●核家族化の進行と地域のつながりの希薄化により、身近な地域に相談相手がいないなど、子育て

に不安や負担感を抱え、社会からの孤立感や疎外感を持つ保護者が増加しています  

●地域においては、子どもを育てるすべての家庭を対象に、子育ての不安や孤立感を軽減するため、

情報提供や相談機能の充実、保護者同士の交流の場づくりなどが求められています  

●保育園・幼稚園などの子育て関係機関や団体が、その機能や資源を生かして、地域における子育

て支援事業を展開するとともに、地域の人々が積極的に子育て支援に関わることにより、互いに

助け合う地域づくりを進めていく必要があります  

●国や東京都の制度に基づき、子育てに対する経済的な負担を軽減することも重要です  

 

No.    

①子育てに関する相談・情報提供体制の充実と保護者同士の交流の促進  

77 利用者支援事業の充実  充実 

 

子育てに関する相談に対応するとともに、個々の状況に応じ、幼稚園・保育園などの教育・保育施設や
子育て支援事業等に関する情報を提供し、必要なサービスにつなぎます。また、子ども家庭支援センター
が中心となり、利用者支援事業従事者のための研修や関係機関相互の連携のための体制づくりを進めま
す。 

78 子育て情報のわかりやすい提供と市民活動の支援  継続 

79 子育てサークル等の育成  継続 

131 (再掲)子育ての不安を和らげる講座や交流会の開催  充実 

80 子育てひろば事業の拡充  充実 

 

乳幼児を育てている保護者の孤立感や不安感の解消、子どもや保護者同士の交流を促すため、子育てひ
ろばを開設し、育児相談や情報の提供、子育て講座等を行うとともに、関係機関と連携し、課題を抱え
た親子を支援します。地域のニーズに対応し、多世代交流や相談対応力等の強化、常設の子育てひろば
の増設に取り組みます。 

81 ファミリーフレンド事業(傾聴ボランティア)の取組  継続 

②地域における子育て支援の充実  

82 保育園や幼稚園による地域子育て支援事業の推進  充実 

 
市立保育園において、子育てひろばと連携した出前保育や相談事業、園庭開放などの地域交流事業を実
施します。また、私立保育園や幼稚園が実施する地域子育て支援事業を支援します。 

83 一時預かり・緊急一時保育の充実  充実 

 

育児に伴う保護者の心理的・身体的負担の軽減など、一時的な保育ニーズに対応するため、一時預かり
保育を実施します。また、保護者の病気や出産など、やむを得ない事情による突発的な保育ニーズに対
応するため、緊急一時保育を実施します。 

84 ファミリー・サポート・センター事業による地域の助け合いの促進  継続 

85 子育て支援員(仮称)の活用  新規 

 
小規模保育や一時預かり保育などの子育て支援分野において、育児経験者が活躍することを目的とした
「子育て支援員(仮称)」制度の導入を検討します。 
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86 ブックスタートやおはなし会の開催  充実 

 
市民ボランティアによるブックスタート事業や図書館におけるおはなし会など、絵本や本の読み聞かせを
通して、親子のふれあいや子どもの健やかな成長を支援します。 

87 地域資源を活用した子育て関連事業の推進  継続 

88 子どもや子育て家庭が外出しやすい環境づくり  継続 

③子育てに伴う経済的負担の軽減  

89 養育費や医療費の助成  継続 

138 (再掲)乳幼児の保育料等の負担軽減  充実 

139 (再掲)児童・生徒の教育費の負担軽減  継続 

90 出産費用の助成  継続 

91 子育て世帯への居住支援  継続 

 

 
 

( 25(2013) ) 

 

( 31(2019) ) 

子育てを楽しいと感じることが多い保護者 (未就学児 )

の割合 
― 80.0％ 
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〔３〕子育てと仕事の両立支

援 

 

①ワーク・ライフ・バランスを推進します  

②幼児期の教育・保育サービスを拡充します  

③放課後に保護者が不在の児童に対し生活の場を提供します  

●さまざまな雇用形態による共働き世帯が増加する中、出産・育児に関する制度の利用条件との不

一致や長時間労働などにより、子育てと仕事の両立が困難な状況があります  

●子育てをサポートするための就労環境の整備を企業に働きかけるとともに、社会全体で働き方を

見直し、ワーク・ライフ・バランスの実現を目指すことが求められています  

●子どもを育てながら安心して働き続けるために、必要な時に必要な保育サービスが利用できるよ

う、保育園や学童保育所における待機児童を解消するとともに、一時預かり保育や定期利用保育、

病児・病後児保育など、多様な保育サービスを充実させる必要があります  

●保育サービスの量的な拡充だけではなく、子どもの健やかな育ちを十分考慮して、保育環境や保

育の質を向上させるとともに、親子で過ごす時間を大切にすることも重要です 

 

No.    

①ワーク・ライフ・バランスの推進  

92 子育てしやすい職場環境づくりの促進  継続 

93 働き方の見直しや家事・育児分担などの意識啓発  継続 

94 父親の育児参加の促進  継続 

95 女性の就労・再就職支援  充実 

 

女性が子育て中においても働きやすい環境づくりのために、事業所内保育施設などの自主的な整備を促
進します。また、女性の就業・再就職や起業を支援するため、関係機関と連携して、セミナーの開催や
情報の提供を行い、技術の取得を支援します。 

②幼児期の教育・保育サービスの拡充  

96 幼児教育・保育の量の確保  充実 

 

地域における幼児教育・保育の需要量や施設の配置バランス等を考慮し、必要な施設や事業の量の確保
を計画的に進めます。特に、待機児童解消のため、定員枠の拡大を進めるとともに、一時預かり保育の
スペースを活用し、短時間就労の保護者も利用可能な定期利用保育を実施します。 

97 働き方に応じた保育サービスの提供  充実 

 

子どもの健やかな育ちを前提に、多様な働き方を支援するため、認可保育所において、産休明け保育や
延長(時間外)保育を実施します。また、保育時間の延伸や休日・年末保育については、保護者の就労等の
状況だけではなく、子どもの心身への負担も考慮して検討します。 

98 幼稚園における一時預かり保育の推進  新規 

 
幼稚園児の保護者の就労等を支援するため、幼稚園において、通常の教育時間の前後や夏休みなどの長
期休業期間中の一時預かり保育を推進します。 

99 病児・病後児保育の拡充  継続 

100 育児休業明け入園予約の拡充  充実 

 
育児休業の取得を促進するために、育児休業明けの乳幼児が年度の途中からでも入園が可能となるよう、
入園予約制度の実施箇所の拡大を進めます。 

101 幼稚園・保育園等の連携  充実 

 

幼児教育・保育を充実させるため、合同研修や交流保育などによる幼稚園や保育園等の連携を進めます。
また、認定こども園移行も視野に入れ、幼稚園・保育園等が特性を生かしながら、多様な教育・保育サー
ビスを柔軟に提供できるよう支援します。 
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102 幼児教育・保育の質の向上  見直し・改善 

 

幼稚園教育要領に基づく教育活動や保育園保育指針に基づく保育内容の質を向上させるため、幼稚園教諭
や保育士の研修等の取組を進めます。また、自己評価や第三者評価の導入を推進し、評価に基づく改善に
取り組みます。 

③放課後に保護者が不在の児童に対する生活の場の提供  

103 学童保育所事業の推進  充実 

 

保護者が放課後不在の小学生に遊びと生活の場を提供するため、学校の余裕教室や空き店舗を活用した学
童保育所の整備を進め、待機児童の解消を目指します。また、指導員の資質の向上や保育内容の充実に努
めます。 

104 サマー学童保育所や児童館ランドセル来館の実施  充実 

 

長期休業中の学童の待機児童対策として、サマー学童保育所や期間限定の定員の弾力化に取り組みます。
また、学童保育所を補完する事業として、児童館ランドセル来館を拡充するとともに、放課後子ども教室
との連携についても検討します。 

105 放課後子ども総合プランの推進  新規 

 

すべての児童の安全・安心な居場所づくりの観点から、小学校の余裕教室等の活用や教育と福祉の連携方
策等を検討するとともに、学童保育所及び放課後子ども教室について、連携や一体的な取組を視野に入れ、
計画的に整備します。 

 

 
 

( 25(2013) ) 

 

( 31(2019) ) 

「ワーク・ライフ・バランス」という言葉の意味を知っ

ている市民のうち、実現できていると感じている割合  
56.2％ 65.0％ 
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5.  ╩ ≤∆╢ ≥╙╛ ╩ ⇔╕∆             

〔１〕途切れのない成長支援 

 

①発達に課題がある子どもとその家庭の支援環境の整備を進めます  

②障害を抱える子どもとその家庭への支援を進めます  

③関係機関の連携による継続的な相談・支援体制を確立します  

④困難を抱える若者の自立を支援します  

●近年、保護者や教育・保育関係者において関心が高まっている発達障害は、早期の気づきと適切

な療育が重要です。乳幼児健診や幼稚園、保育園、学校等の場において早期の気づきに努めると

ともに、不安を抱える保護者の気持ちに寄り添いながら、関係機関が連携し、成長の段階に応じ

て、適切な支援につなげていく必要があります  

●さまざまな障害や個性に関わらず、お互いの違いを認め合い共に生きていくために、幼児期の子

どもから保護者も含めた市民への啓発も重要です  

●いじめや不登校、障害、経済的な貧困などのさまざまな事情から、ニートやひきこもりなど、社

会参加や就労に困難を抱える若者たちの存在が社会問題になっています  

●そのような一人ひとりの状況に応じた相談・支援のために、教育や雇用、福祉・医療など、異な

る分野の施設や機関が連携し、包括的な支援体制を築いていく必要があります  

 

No.    

①発達に課題がある子どもとその家庭の支援環境の整備  

106 早期の気づきから支援につなげるしくみづくり  充実 

 

発達が気になる乳幼児を早期に支援し、保護者の育児不安に対応するため、乳幼児健康診査や５歳児相
談などにおいて、早期の気づきに向けた取組を強化するとともに、療育施設や医療機関等と連携し、必
要な支援につなげます。 

107 発達相談の専門性の強化と身近な相談場所の確保  充実 

 
発達相談窓口に臨床発達心理士などの専門職を配置し、専門性を高めます。また、子育てひろばや保育
園等が、身近で気軽な相談や情報提供の場として機能するよう、職員のスキルアップに努めます。 

108 発達支援親子グループ事業の拡充  充実 

 
発達が気になる 1～５歳児を対象とした発達支援親子グループ事業を実施し、親と子の遊びを通して、
子どもの発達や特性についての理解を深め、成長を支援します。  

109 ドリーム学園の機能強化  充実 

 

ドリーム学園においては、発達の遅れや障害を持つ２～5 歳児を対象に、通園による療育を行うととも
に、地域の保育園等を対象とした研修を通じて、専門的な知識や技術を提供します。また、保護者の負
担を軽減するため、一時預かりなどの取組についても検討を進めます。 

110 幼稚園・保育園等への巡回相談と専門研修の実施  継続 

44 (再掲)特別支援教育における相談体制の強化  充実 

111 地域における成長支援に向けた啓発  継続 

112 (仮称)発達支援計画の策定  新規 

 

乳幼児期における早期の気づきから、学齢期における支援のあり方、療育施設や医療機関等との連携の
あり方などの検討を進め、(仮称)発達支援計画を策定し、発達に課題がある子どもとその家庭に対する一
貫性と継続性がある支援のしくみづくりを目指します。  
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②障害を抱える子どもとその家庭への支援  

113 障害を抱える子どもとその家庭への生活支援・経済的支援   継続 

114 保育園や幼稚園等における一人ひとりに配慮した保育や学びの提供  充実 

 

保育園や幼稚園において、保育士等の加配などにより、障害を抱える乳幼児の受入に取り組み、一人ひ
とりに配慮した保育や学びを提供します。また、学童保育所においても、引き続き、障害を抱える児童
の受入に取り組むとともに、総合福祉センター学童保育所においては、一人ひとりの成長に合わせた自
立への支援を行います。 

115 障害を抱える小・中学生の教育費の軽減  継続 

116 障害を抱える子どもの余暇活動や交流機会の提供  継続 

③関係機関の連携による継続的な相談・支援体制の確立  

117 サポートファイルの作成  新規 

 
特別な支援が必要な子どもを対象に、継続的な情報共有と適切な支援の提供を目的として、乳幼児期か
ら青年期までの成長の様子や相談、支援などを記録する「サポートファイル」の導入を検討します。 

118 就学前から就学後までの情報共有のしくみづくり  充実 

 

就学支援シートや保育所児童保育要録、幼稚園幼児指導要録等の活用を進め、特別な支援が必要な児童
について、保育園・幼稚園等と小学校との情報共有と連携を強化します。また、小学校から中学校への
円滑な引継ぎのしくみを検討します。 

119 幼稚園教諭・保育士・学校教員の相互理解と連携  継続 

④困難を抱える若者の自立支援  

120 子ども・若者自立支援ネットワークの運営  充実 

 
保健・医療・福祉・教育・雇用の関係機関によるネットワークを構築し、ニートやひきこもりなど、社
会生活を営む上で困難を抱える若者を必要な支援につなげます。  

121 若年者の就業支援  継続 

122 フリースペース等の支援  充実 

 
不登校やひきこもりなどの子どもや若者が、自分自身の｢居場所｣を見い出す機会になるよう、フリース
ペース等の活動を支援します。 

 

 
 

( 25(2013) ) 

 

( 31(2019) ) 

安心して子どもを産み育てることができると感じてい

る市民の割合(再掲) 
71.2％ 74.5％ 
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〔２〕特別な配慮を必要とす

る家庭への支援 

 

①ひとり親家庭の自立に向けた支援を推進します  

②子どもの養育が困難な家庭の支援を推進します  

●ひとり親家庭については、経済的な自立や家事・育児に関する困難など、母子家庭・父子家庭そ

れぞれが抱える課題があります。また、29 歳以下の離婚率が増加し、低年齢化も進んでいます 

●ひとり親家庭が安定した生活が営めるよう、相談機能や情報提供を充実するとともに、就業支援

や生活資金等の貸付、家事・育児の援助など、経済的・精神的な支援が必要です  

●子育てに関する不安感や生活の困窮など、さまざまな要因により、養育が困難な状況にある家庭

については、子どもの最善の利益をより重視した相談・支援体制の充実が求められています。ま

た、文化や生活習慣が異なる子どもや保護者に対する支援も重要です  

 

No.    

①ひとり親家庭の自立に向けた支援  

123 ひとり親家庭のための情報提供や相談等の充実  充実 

 

ひとり親家庭に対して、利用可能な制度や支援の情報を提供するとともに、母子・父子自立支援員が関
係機関と連携し、生活や就業、子どもの教育、福祉資金の貸付などの総合的な相談に対応します。また、
ＤＶ被害の早期発見と早期対応を進めるため、関連する相談窓口が連携し情報を共有するとともに、保
護が必要な母子等については、母子生活支援施設において速やかに保護します。  

124 孤立傾向にあるひとり親家庭等の見守り支援  継続 

125 子育て・生活支援によるひとり親家庭等の自立促進  継続 

126 ひとり親家庭等に対する経済的な支援  継続 

127 寡婦(夫)控除のみなし適用  継続 

128 離婚等に伴う養育費確保の推進  継続 

129 ひとり親の就業支援  継続 

130 母子寡婦福祉団体との連携  継続 

②子どもの養育が困難な家庭の支援  

6 (再掲)子ども支援ネットワークによる虐待防止・早期発見  継続 

79 (再掲)子育てサークル等の育成  継続 

131 子育ての不安を和らげる講座や交流会の開催  充実 

 

ノーバディーズ・パーフェクト講座をはじめ、保護者の育児不安やストレスを軽減するための家庭教育
講座を開催します。また、多胎児や発達が気になる子どもの保護者、ひとり親家庭などを対象にしたお
しゃべり会を定期的に開催し、親同士の交流や情報共有を進め、子育ての不安を和らげます。 

132 支援が必要な家庭の早期把握と関連課等の連携  新規 

 

乳幼児健診や小・中学校入学など、子どもや保護者と接する機会を活用し、支援が必要な家庭の早期把
握に努めるとともに、関連課や関係機関が情報を共有し連携することにより、見守りや必要な支援につ
なげます。 

133 所在が確認できない子どもへの対応  新規 

 

住民登録があるにもかかわらず、乳幼児健診の受診や小学校への就学が確認できず、訪問によっても所
在が確認できない子どもについて、子ども支援ネットワークを活用し、東京入国管理局に出入国を確認
するとともに、他の区市町村や児童相談所等とも情報を共有し、所在の確認に努めます。  

134 養育支援訪問による支援  継続 
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135 子どもショートステイ事業による保護者の負担軽減  充実 

 

入院や仕事、育児疲れなどの理由により、保護者が一時的に子どもを養育できない場合、児童養護施設に
おいて一時的に子どもを預かり、宿泊や食事を提供することによって、子育てによる保護者の身体的・精
神的な負担を軽減します。 

136 養育家庭や児童養護施設等の支援  継続 

137 経済的に困窮している家庭の子どもに対する支援の検討  新規 

 
経済的に困窮している子どもに対し、生活支援や学習支援、居場所づくりなど、効果的な支援のあり方に
ついて検討します。 

138 乳幼児の保育料等の負担軽減  充実 

 

各家庭の所得などに応じ、幼児教育・保育施設や学童保育所における保育料の負担を軽減します。また、
家庭の所得の状況等に関する基準を設け、保護者が幼児教育・保育施設等に支払う日用品購入や行事参加
に要する費用について、助成する制度の導入を検討します。  

139 児童・生徒の教育費の負担軽減  継続 

90 (再掲)出産費用の助成  継続 

140 帰国又は外国人の児童・生徒に対する就学支援  継続 

 

 
 

( 25(2013) ) 

 

( 31(2019) ) 

育児の協力や相談に応じてくれる機関や人が周りにい

ると感じている保護者の割合 
98.0％ 99.0％ 

 

【補足説明】 

平成 25(2013)年４月１日現在における立川市の未就学児人口は 8,914 人でしたので、それぞれ別々の家庭

で養育されていると仮定すると・・・  

8,914 人×98.0％＝8,736 人 ・・・ 育児の協力や相談を得られる家庭の子ども  

8,914 人× 2.0％＝ 178 人 ・・・ 孤立した子育てをしている可能性が高い家庭の子ども  

平成 31(2019)年の立川市の未就学児人口の推計は 8,043 人となっていますので、 

8,043 人×99.0％＝7,963 人 ・・・ 育児の協力や相談を得られる家庭の子ども  

8,043 人× 1.0％＝  80 人 ・・・ 孤立した子育てをしている可能性が高い家庭の子ども  

∴178 人－80 人＝98 人≒100 人 

したがって、上記の目標を達成することが、孤立した家庭の多くの子どもを減らすことにつながります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



■ 第 3 次夢育て・たちかわ子ども 21 プラン ■ 

31 

 

 

 

6.  ─№╠╝╢ ⅜ ה ⇔≡ ╩ ⇔╕∆        

〔１〕協働による事業の推進 

 

①子育ち・子育て支援のための人材育成を進めます  

②地域に根ざした子育ち・子育て支援活動とネットワークづくりを

進めます 

●子どもの権利の尊重や〈子育ち〉〈学び〉〈子育て〉の支援、配慮が必要な子どもや家庭の支援を

推進するためには、行政や家庭、地域の市民、保育園・幼稚園・学校、医療機関、事業所など、

地域のさまざまな構成員がそれぞれの役割を担いつつ、積極的に関わることが求められています  

●そのためには、地域全体が協力して子どもを育むという、共通した認識を広めるとともに、子育

ち・子育て支援者として活動する人材を育成・確保することが重要です  

●本市においては、子育ち・子育てに関わる団体やグループが多数存在しており、それぞれが主体

的な活動を展開しています。こうした団体同士が相互に情報を交換し交流することにより、それ

ぞれの活動が活性化し、地域の特性を生かした新たな子育ち・子育て支援の新たな展開が期待さ

れます 

 

No.    

①子育ち・子育て支援のための人材育成  

141 地域の子育て支援者の育成  新規 

 

子育ち・子育て支援に関する講座や研修等を開催し、地域の子育て支援者の育成とスキルアップに取り
組みます。特に、シニア世代や育児経験者が知恵や経験を生かし、地域で活躍できるよう、情報提供や
人材育成等を進めます。 

142 地域を担う青少年の育成活動の支援  充実 

 
将来の地域を担う人材の育成として、年少リーダーからジュニア・リーダー、青年リーダー、育成者・
指導者へ導く、子ども会連合会による育成活動を支援します。  

143 青少年の地域活動への参加促進  充実 

 

地域行事やボランティア活動などに、高校生や大学生が参画しやすい環境づくりを進めます。また、地
域と連携して、中学生・高校生によるジュニア・リーダー団体の自主運営を支援するとともに、地域に
おいて活躍できる機会の拡充に努めます。  

79 (再掲)子育てサークル等の育成  継続 

②地域に根ざした子育ち・子育て支援活動とネットワークづくり  

144 (仮称)たちかわ子ども 21 基金の立上げ・運営の支援  見直し・改善 

 
(仮称)たちかわ子ども 21 基金について、そのあり方や運営方法など、市民団体による検討を支援します。 

145 多様な事業主体の連携による子育ち・子育て支援  充実 

 
地域が主体となった子育ち・子育て支援を促進し、子どもの育ちを支えるという意識を高めます。また、
企業や大学等の民間組織、地域の市民と連携し、地域の特性を生かした子育て支援の充実に努めます。  

54 (再掲)地域ボランティアの活用  充実 

55 (再掲)大学と連携した学校支援  充実 

146 子育ち・子育て支援団体の活動情報の収集と発信  継続 

147 子育ち・子育て支援団体のネットワーク化に向けた支援  見直し・改善 

 
子育ち・子育てに関わるグループや団体が交流する機会を設け、活動のネットワーク化を支援し、団体
間の支援・連携、経験やノウハウの共有・活用を進めます。  
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( 25(2013) ) 

 

( 31(2019) ) 

地域で子どもを育てる取組・活動が活発であると感じて

いる市民の割合(再掲) 
63.8％ 70.0% 
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教育・保育等の量の見込みと確保方策 

(子ども・子育て支援事業計画) 

 

1. ה  ─                      

 

子ども・子育て支援法の規定により、市

町村は、子ども・子育て支援事業計画にお

いて、地理的条件や人口、交通事情その他

の社会的条件、教育・保育施設の整備状況

等を総合的に勘案して教育・保育提供区域

を設定し、区域ごとに幼児期の教育・保育

や地域子ども・子育て支援事業の必要量を

算出するとともに、事業の内容や実施時期

を示すことになっています。 

本市が定める教育・保育提供区域は、適

正な需給調整と安定的なサービスの提供が

可能となるよう、市内全域を１区域として

設定します。ただし、施設や事業の整備に

あたっては、地域ごとの人口動態や需要の

推移を十分に踏まえて実施します。 

 

 

2.  ─ ה ─ ─ ╖≤              

 

０歳児、1・2 歳児の教育・保育については、量の見込みに対し不足が見込まれるため、保育所

の定員増や地域型保育事業の開業促進などの確保方策を計画的に実施し、不足の解消に取り組みま

す。3～5 歳児の教育・保育については、量の見込みに対し、十分な確保が可能であると推計して

います。 

 

【確保方策欄の説明】 

教育・保育施設 子ども・子育て支援新制度による施設型給付の確認を受けている幼稚園や認

可保育所、認定こども園(幼児教育と保育を一体的に行う施設) 

地域型保育事業 児童福祉法に基づき、市町村が認可する小規模保育事業(利用定員６人以上

19 人以下)や家庭的保育事業(利用定員５人以下)、居宅訪問型保育事業、事

業所内保育事業(事業所の従業員の子どもに加えて、地域の保育を必要とする

子どもの保育を実施するもの) 

認可外保育施設等 子ども・子育て支援新制度による施設型給付の確認を受けない保育施設 (認可

保育所(児童福祉法に基づく児童福祉施設として、国が定める設置基準を満た

し、都道府県知事に認可された保育所)以外の子どもを預かる施設の総称。こ

の欄には、東京都の制度である認証保育所や定期利用保育 (保育所が一時預か

り保育のスペースを活用し、短時間就労の保護者も利用可能な保育 )を記載し

ています) 

確認を受けない幼稚園 子ども・子育て支援新制度による施設型給付の確認を受けない幼稚園  
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0 歳児 
 

( 25(2013) ) 

27  

(2015) 

28  

(2016) 

29  

(2017) 

30  

(2018) 

31  

(2019) 

 -  385  395  405  416  427  

 318  335  370  410  419  429  

  253 252 260 299 302 311 

 19 23 50 62 68 68 

 46 60 60 49 49 50 

-  -  50  25  5  3  2  

 

1・2 歳児 
 

( 25(2013) ) 

27  

(2015) 

28  

(2016) 

29  

(2017) 

30  

(2018) 

31  

(2019) 

 -  1,366  1,387  1,395  1,393  1,395  

 1,158  1,186  1,304  1,372  1,397  1,406  

  1,017 996 1,018 1,094 1,106 1,114 

 33 38 134 160 173 173 

 108 152 152 118 118 119 

-  -  180  83  23  4  11  

 

3～5 歳児 
 

( 25(2013) ) 

27  

(2015) 

28  

(2016) 

29  

(2017) 

30  

(2018) 

31  

(2019) 

 -  4,452  4,341  4,237  4,113  4,075  

 4,450  4,482  4,482  4,524  4,542  4,550  

  
4,415 

2,111 2,111 4,487 4,505 4,513 

 2,334 2,334 -  -  -  

 35 37 37 37 37 37 

-  -  30  141  287  429  475  

 

■認定区分ごとの量の見込みと確保方策 

【認定区分の説明】 

市町村は、保護者の申請に基づき、子どものた

めの教育・保育給付を受ける資格の有無と保育

の必要性を右の３つの区分に認定します。 

１号認定：満３歳以上の保育を必要としない子ども  

２号認定：満３歳以上の保育を必要とする子ども  

３号認定：満３歳未満の保育を必要とする子ども  

 

３号 
27  

(2015) 
28  

(2016) 
29  

(2017) 
30  

(2018) 
31  

(2019) 

 

     

 1 2   1 2   1 2   1 2   1 2  

385 1,366 395 1,387 405 1,395 416 1,393 427 1,395 

 335 1,186 370 1,304 410 1,372 419 1,397 429 1,406 

 

１号・２号 
27  

(2015) 
28  

(2016) 
29  

(2017) 
30  

(2018) 
31  

(2019) 

 

1  
 

2  
1  

 

2  
1  

 

2  
1  

 

2  
1  

 

2  

          

2,149 
2,303 

2,095 
2,246 

2,045 
2,192 

1,985 
2,128 

1,967 
2,108 

376 1,927 366 1,880 358 1,834 347 1,781 344 1,764 

 
          

2,334 2,148 2,334 2,148 2,258 2,266 2,258 2,284 2,258 2,292 
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3. ה╙≤  ≡ ─ ─ ╖≤          

 

地域子ども・子育て支援事業は、子ども・子育て支援法の規定により市町村が実施する、次の 13

の事業です。 

・利用者支援事業 ・一時預かり事業 

・延長保育(時間外保育)事業 ・病児保育事業 

・学童保育所(放課後児童健全育成)事業 

・子どもショートステイ(子育て短期支援)事業 

・ファミリー・サポート・センター(子育て援助活動

支援)事業 

・こんにちは赤ちゃん(乳児家庭全戸訪問)事業 ・妊婦健康診査 

・養育支援訪問事業などの要保護児童等に対する  

支援事業 

・実費徴収に係る補足給付を行う事業 

・多様な主体が本制度に参入することを促進するた  

・子育てひろば(地域子育て支援拠点)事業 めの事業 

 

利用者支援事業や学童保育所事業、子育てひろば事業、病児保育事業については、量の見込みに

対し不足が見込まれるため、施設の整備や事業の拡充を計画的に実施し、不足の解消に取り組みま

す。 

延長保育事業や子どもショートステイ事業、こんにちは赤ちゃん事業、養育支援訪問事業、一時

預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業、妊婦健康診査については、量の見込みに対し、

確保は可能であると推計しています。 

なお、実費徴収に係る補足給付を行う事業や多様な主体が本制度に参入することを促進するため

の事業については、今後の状況により、事業のあり方等を検討します。 

 

■利用者支援事業 

子どもや保護者等の身近な場所において、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等に関す

る情報を収集・提供し、必要に応じて相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整な

ども行います。 

  

( 25(2013) ) 

27  

(2015) 

28  

(2016) 

29  

(2017) 

30  

(2018) 

31  

(2019) 

 1  6  6  6  6  6  

 -  1  1  3  5  6  

-  -  5  5  3  1  0  

 

■延長保育(時間外保育)事業 

保育認定を受けた子どもを対象に、認定こども園や認可保育所等において、通常の利用日以

外の日や利用時間以外の時間に保育を行います。 

  

( 25(2013) ) 

27  

(2015) 

28  

(2016) 

29  

(2017) 

30  

(2018) 

31  

(2019) 

 663  727  727  727  727  727  

 -  727  727  727  727  727  

-  -  0  0  0  0  0  
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■学童保育所(放課後児童健全育成)事業 

就労等により、昼間に保護者が家庭にいない小学生を対象に、小学校の余裕教室や児童館等

を使用し、放課後の適切な遊びや生活の場を提供します。 

  

( 25(2013) ) 

27  

(2015) 

28  

(2016) 

29  

(2017) 

30  

(2018) 

31  

(2019) 

 -  1,710  1,710  1,710  1,710  1,710  

 1,584  1,644  1,674  1,724  1,744  1,764  

-  -  66  36  14  34  54  

 

■子どもショートステイ(子育て短期支援)事業 

保護者の入院や仕事、育児疲れ等により、家庭における養育が一時的に困難となった児童を

対象に、児童養護施設等において、必要な期間の養育を行います。 

  

( 25(2013) ) 

27  

(2015) 

28  

(2016) 

29  

(2017) 

30  

(2018) 

31  

(2019) 

 -  897  897  897  897  897  

 730  1,460  1,460  1,460  1,460  1,460  

-  -  563  563  563  563  563  

 

■こんにちは赤ちゃん(乳児家庭全戸訪問)事業 

生後 4 か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や育児相

談・助言を行うとともに、必要に応じて、関係機関の支援につなぎます。 

  

( 25(2013) ) 

27  

(2015) 

28  

(2016) 

29  

(2017) 

30  

(2018) 

31  

(2019) 

 1,295  1,403  1,378  1,356  1,337  1,319  

 -  
1 5 11  

 

 

■養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要な家庭を対象に、保健師等が居宅を訪問し、専門的な指導・助言等を行

うとともに、必要に応じ、養育支援計画を作成し、育児・家事援助のためのヘルパーを派遣し

ます。 

  

( 25(2013) ) 

27  

(2015) 

28  

(2016) 

29  

(2017) 

30  

(2018) 

31  

(2019) 

 68  84  84  84  84  84  

 -  
               

 

 

■子育てひろば(地域子育て支援拠点)事業 

乳幼児とその保護者が相互に交流できる場所を開設し、子育てについての相談や情報の提供、

講座等を行うとともに、必要に応じて、関係機関の支援につなぎます。 

  

( 25(2013) ) 

27  

(2015) 

28  

(2016) 

29  

(2017) 

30  

(2018) 

31  

(2019) 

 -  85,644  85,644  85,644  85,644  85,644  

 
12  

(62,900 ) 

13  

(74,046 ) 

14  

(74,149 ) 

15  

(76,099 ) 

16  

(78,349 ) 

17  

(85,709 ) 

-  -  11,598  11,495  9,545  7,295  65  
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■一時預かり事業 

家庭における昼間の保育が一時的に困難となった乳幼児を対象に、認定こども園や幼稚園、

認可保育所、地域子育て支援拠点等において、必要な時間の保育を行います。 

① 幼稚園在園児を対象とする一時預かり 

  

( 25(2013) ) 

27  

(2015) 

28  

(2016) 

29  

(2017) 

30  

(2018) 

31  

(2019) 

 46,000  72,640  72,640  72,640  72,640  72,640  

 -  72,640  72,640  72,640  72,640  72,640  

-  -  0  0  0  0  0  

② 幼稚園在園児を対象とする一時預かり以外 

  

( 25(2013) ) 

27  

(2015) 

28  

(2016) 

29  

(2017) 

30  

(2018) 

31  

(2019) 

 -  12,149  12,149  12,149  12,149  12,149  

 11,870  12,480  12,480  13,200  13,200  13,920  

-  -  331  331  1,051  1,051  1,771  

 

■病児保育事業 

家庭における昼間の保育が困難となった病児・病後児を対象に、病院や保育所等に付設され

た専用スペース等において、看護師等が一時的に保育等を行います。 

  

( 25(2013) ) 

27  

(2015) 

28  

(2016) 

29  

(2017) 

30  

(2018) 

31  

(2019) 

 -  5,277  5,277  5,277  5,277  5,277  

 1,235  2,690  3,170  3,650  4,490  5,570  

-  -  2,587  2,107  1,627  787  293  

 

■ファミリー・サポート・センター(子育て援助活動支援)事業 

小学生以下の子どもを対象として、預かり等の援助を希望する市民が、援助することを希望

する市民に出会えるよう、両者に会員登録を促し、援助活動に関する連絡・調整を行います。 

  

( 25(2013) ) 

27  

(2015) 

28  

(2016) 

29  

(2017) 

30  

(2018) 

31  

(2019) 

 9,119  9,800  9,800  9,800  9,800  9,800  

 -  9,800  9,800  9,800  9,800  9,800  

-  -  0  0  0  0  0  

上記のうち、就学児の放課後の居場所として必要な量の見込みと確保方策  

 729  856  856  856  856  856  

 -  856  856  856  856  856  

-  -  0  0  0  0  0  

 

■妊婦健康診査 

妊婦の健康を保持・増進するため、健康診査を実施し、健康状態の把握や検査計測、保健指

導を行うとともに、妊娠期間中の適した時期に、必要に応じた医学的検査を行います。 

  

( 25(2013) ) 

27  

(2015) 

28  

(2016) 

29  

(2017) 

30  

(2018) 

31  

(2019) 

 
1,532  

15,816  
1,501  

15,310  
1,474  

15,035  
1,451  

14,800  
1,431  

14,596  
1,411  

14,392  

 -  
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プランの推進体制 

 

 

子育ち・子育て当事者や子育て支援者など、市民が深く関わって策定されたこのプランは、市民

との協働の視点から、市民とともに考え、取り組む姿勢を常に保ち、着実に進める必要があります。

そのために、施策目標の１つに｢地域のあらゆる構成員が連携・協力して事業を推進します｣を掲げ

ています。このプランをさらに推進していくため、進捗状況の管理や取組の検証・評価のしくみを

次のとおり構築します。 

 

 

〔１〕夢育て・たちかわ子ども 21 プラン推進協議会によるプランの推進 

第１次・第２次プランと同様に、子どもを含む市民や子育ち・子育て支援者を委員とする

夢育て・たちかわ子ども 21 プラン推進協議会が、このプランの実施状況を把握・検証し、

必要に応じ、提言等も行いながら、このプランを推進します。 

 

 

〔２〕庁内の推進本部による全庁的・横断的なプランの推進 

このプランの策定にあたっては、市長を本部長とする夢育て・たちかわ子ども 21 プラン

推進本部において審議するとともに、子どもに直接関係する部課をはじめとして、子どもに

影響を及ぼすと思われる部課も加わり、検討を進めました。引き続き、推進本部を中心に関

連部課が連携し、全庁的・横断的にこのプランの実現を進めます。  

 

 

〔３〕行政評価制度も活用した評価・検証 

このプランは、第４次長期総合計画の前期基本計画と施策体系を整合させました。前期基

本計画を進行管理する行政評価制度も活用し、このプランの施策目標や取組内容を評価・検

証します。 

 

 

〔４〕広報やホームページ等を通じたプランの実施状況等の公表 

このプランの取組項目の実施状況や成果指標の目標達成状況について、子どもも含めて、

市民にわかりやすく工夫し、広報やホームページ等を通じて公表します。 

 

 

 

 

このプランの計画期間は、平成 27(2015)年度から 31(2019)年度までの５年間となっ

ています。ただし、計画期間中に〈子育ち〉〈子育て〉を取り巻く状況等に著しい変化があっ

た場合は、市民の意見を反映させ、必要に応じて施策を再検討し、このプランを見直します。  
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